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入札説明書 

 

１．入札方法について 

一般競争入札を行い、市の予定価格(非公表)を上回った入札者のうち、最高価格の入札

者に売り払いします。 

 

２．物件情報 

物件名 所在地 
面積 

(ha) 

樹種 

 

林齢 

(年生) 

本数 

(本) 

材積 

(㎥) 
備考 

農協分収林 

（308-イ-7） 

西都市大字上三財 

字田野 3034-1 外 

※ 

6.37 
スギ 67 2,392  3,577.090 R5 調査 

ヒノキ 67 38  25.580 R5 調査 

※当該地は保安林（水源かん養保安林）に指定されています。令和８年４月１日以降も伐

採される場合は、児湯農林振興局林務課（0983-22-1350）までお問い合わせください。 

 

３．入札参加者に必要な資格 

  次の各号を満たす者。 

⑴ 地方自治法施行令第 167 条の４に該当しない者。 

⑵ 素材生産業を営む者。 

 なお、素材生産業を営む者の確認は次の各号のいずれかによることとする。 

ア 各都道府県、各林業関係団体が実施している「木材業者及び製材業者登録」に登

録している場合はその登録書の写し。 

イ 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成８年法律第 45 号)第５条第１項の規

定により都道府県知事の認定を受けた場合は、知事による認定通知書の写し。ただ

し、営業内容に素材生産業を含むものに限る。 

ウ その他これに準ずる書類の写し。 

⑶ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(同条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。 

⑷ 次のいずれかにも該当しない者。 

ア 暴力団員がその経営に実質的に関与している者。 

イ 自己、自社又は第三者の不正な利益を図る目的、若しくは第三者に損害を加える

目的をもって暴力団を利用するなどしている者。 

ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者。 

エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。 

オ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用しようとする者。 

⑸ 暴力団、暴力団員及び前記⑷に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする

者でないこと。 

⑹ 法人の場合は、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者を

いう。)が、前記⑶から⑸のいずれかにも該当する者でないこと。 

⑺ 一般競争入札参加申込書を期限までに提出しない者。  
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４．入札参加申込み 

入札に参加するには、下記のとおり事前の申込手続きが必要です。 

なお、市が入札参加資格を確認するため、警察当局へ情報照会を行うことについて御了承

ください。 

⑴ 提出書類 

一般競争入札参加申込書、素材生産業を営むことを証する書類、役員等一覧(法人の場

合) 

⑵ 申込期間等 

申込期間 時間 

令和７年 10 月 24 日(金)から 

令和７年 11 月７日(金)まで 
午前９時から午後５時まで 

    ※ 土日、祝日は除き、時間は正午から午後１時までを除く。 

⑶ 申込み方法 

 持参又は郵送（最終日必着）により「西都市農林課林務係」に提出すること。 

 郵送先 〒881－8501 宮崎県西都市聖陵町２丁目１番地  

 

５．現場説明の日時及び集合場所 

年月日 集合場所 集合時間 備考 

令和７年 11 月 11 日(火) 西都市農林課 午前９時 30 分  

   なお、現場説明申込を、令和７年 11 月 10 日（月）までに、西都市農林課に電話

又は書面（書式自由）にて、連絡してください。 

 

６．入札の日時及び会場 

入札日 入札会場 時間 

令和 7 年 11 月 25 日(火) 西都市役所 ３階 庁議室 午前 10 時 00 分から 

 

７．入札の無効 

入札に参加する資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札無効

とする。 

 

８．入札保証金 

 免除（ただし、落札者が、落札の日から令和７年 12 月１日(月)までに契約を結ばない

ときは、落札金額の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収する。） 

     

９．契約保証金について 

売買契約の締結にあたり、売買金額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を納めなけれ

ばならない。 

 

11．売買金額の納入期限について 

売買金額の支払いは、契約締結後 14 日以内に納入すること。 

なお、売買契約締結後、売買金額を納期限内に納入しなかった場合は、前項の契約保証

金は、市に帰属する。 

 

その他不明な事項については、西都市農林課林務係(電話 0983－32－1013)までお問い合

わせください。 


